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下島自治会長 大山 鶴彦

環境美化委員 杉山 隆夫

不燃ゴミ出しの 応処理 |こついてのお らせ

日頃から下島自治会活動に対し、ご理解ご協力いただき感謝いたします。

さて、会員より標記について2点ほど質問がありました。

つきましては今後の対応・処理について、下記の通りといたしますので

周知徹底を、よろしくお願いいたします。

1。 アルミ缶とスチール缶は分別する必要なく、同一のコンテナーに入れて

ください。

※なお、各組に配布してあるスプレー缶用穴あけ器は各組で処分(不燃物の

金属くずへ出す)してください。

以上

会員 各位

2.スプレー缶の処理について

①スプレー缶は、必ず使い切ったものを出してください。

中身の残っているものは回収されません。

②中身の残っているスプレー缶は危険ですので穴あけはしないでください。

空のスプレー缶も穴をあける必要はありません。




